
今年、令和２年１１月より、「信託の学校」という名称で、民事信託に関する月額定額制の教育サービスの開始を予定

しています。この教育サービスの理念は、「実務と学術の架け橋」です。

民事信託に関心をもつ一般の方が年々増える中、相談者のニーズに的確に応えることができる専門家の存在が求められ

ています。しかし、民事信託の担い手である専門家は、日々の業務の合間に、手探りで信託を勉強せざるを得ないのが実

情です。そこで、民事信託に携わる専門家が、もっと簡単にそして確実に民事信託を勉強できる場所を作りたい、そんな

想いで「信託の学校」を開講することにいたしました。

民事信託は発展途上の段階であり、常に最新の情報にアップデートすることが重要です。そのため、書籍等の出版では

なく、月額定額サービスで情報を配信するという新しいスタイルで信託の学校をスタートいたします。

「信託の学校」

信託の学校で
一緒に民事信託、勉強しませんか？

令和２年１１月１日「信託の学校」HPオープン

開講します

1 信託契約書を市販の書籍のひな型をまねて作成するのではなく、専門家みずからが信託
法の条文をしっかりと理解しながら信託契約書を作成するための技術を動画で学習しま
す。信託の組成を経験したことがある中級者または上級者向けの内容です。

動画配信で学ぶ信託契約書の作成技術

様々な事例に対応した信託契約書のひな型と解説をWEBで公開しています。契約書ごとに作
成された解説を読むことで、より⼀層⺠事信託を学習することができます。更に理解を深め
るために「WEBによる契約書の動画解説」も随時配信する予定です。

最新の信託情報を学ぶ
信託登記や税務については、まだまだ登記手続きや税務の運用が確立されていません。だ
からこそ、信託に携わる専門家は最新の判例、通達を常に学習していく必要があります。
信託の学校では最新の登記先例だけでなく、信託に関する判決もいち早くお伝えします。

「信託の学校」で学べる事

様々なパターンの信託契約書を学ぶ２

３

「信託の学校」
での
学び方

「信託の学校」の会員になっていただき、会費をお支払い頂きます。会
費をお支払いいただいた方は、いつでも、何度でも、仕事の合間に「信
託の学校」のHPにアクセスすれば、⺠事信託の学習をすることができま
す。会員資格は問いません。司法書士、弁護士、税理士、行政書士、
ファイナンシャルプランナーといった専門家だけでなく、⺠事信託を勉
強したい全ての方が会員になることができます。＊会費：入会金2万2000円（税
込）、月会費3850円（税込）。ただし、入会月の月会費は入会金に含まれる。

後援：株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

https://schooloftrust.com/
＊「信託の学校」準備ページを上記URLでご覧いただけます。



講師：国本美津子（くにもと みつこ）
兵庫県司法書士会会員

国本司法書士事務所 代表司法書士
平成９年司法書士試験合格。⼀般の方、保険代
理店向けの⺠事信託セミナーを神⼾で開催して
います。信託の学校では「初⼼者向け⺠事信託
の基本」を担当します。会員のみなさんと楽し
く、かつ実務に直結する実力がつくよう、とも
に勉強してまいりたいと思います。

初めて⺠事信託を勉強する方は「初級者向け解説」からスタートしま
しょう。⼀から⺠事信託の基本を学ぶことができます。中級者向け、
上級者向けと段階的に学んでいくことができます。

「信託の学校」月額制 よくある質問

お問い合わせ Mail:info@schooloftrust.com

初⼼者でも⼀から⺠事信
託を学べますか？

動画配信は会員の方しかログインできない専用のページで見て頂きま
す。パソコンだけでなく、ipadやスマホでも見ることが出来ますので、
仕事の合間、通勤や勤務中の空いた時間に勉強することができます。

スマートフォンでも学習
できますか？

３

信託契約書や教材をもら
えますか？

会員の方は、使用教材や信託契約書などのひな型をダウンロードでき
ますので、印刷をして学習していただけます。印刷せずにパソコンや
スマホでデータとしてみることもできます。

全ての講座をすぐにみれ
ますか？

会員の方は、すでに公開されている動画や教材を全て自由に見ること
ができます。回数制限もありませんので、なんどでも復習を兼ねてみ
ることができます。契約書などのひな型も制限なく自由にダウンロー
ドすることができます。

信託の登記も参考にでき
ますか？

講師は全員司法書士ですので、登記実務に精通しています。信託契約
書にもとづきどのような登記申請を行うのか、登記申請書などのひな
型も学習することができます。

信託に関する最新の判例
や通達も勉強できます
か？

⺠事信託に関わる以上、判例や登記の通達を常に勉強していく必要が
あります。判例や登記通達をまとめた資料編でしっかりと学習しま
しょう。最新の判例や通達も今後解説していきます。

生講義や会場でのセミ
ナーなどはありますか？

WEBセミナーや会員の皆さんに集まって頂く会場でのセミナーを企画
しています（月額会費以外に別途費用がかかります）。各セミナーで
は最新の⺠事信託の情報や日頃の実務に必要な知識情報をお伝えして
いきます。

私たちが「信託の学校」の講師です

登記

判例
通達

セミ
ナー

講師：谷口毅（たにぐち つよし）
鳥取県司法書士会・行政書士会会員

つばさ法務事務所 代表司法書士、行政書士
平成２１年司法書士試験、平成３０年行政書士
試験合格。開業当初より⺠事信託支援業務を積
極的に手掛け、全国で講演等を行っています。
難解な信託法を、実務家目線で、分かりや読み
解くことを⼼がけています。真剣に、楽しみな
がら、知識をつけていきましょう。

講師：岡根昇（おかね のぼる）
大阪司法書士会会員

岡根司法書士事務所 代表司法書士
平成１２年司法書士試験合格。平成１８年の信
託法改正時より、⺠事信託に関⼼を持ち、独学
で勉強しながら、積極的に⺠事信託支援業務に
取り組んできました。独学だけでは難しい信託
法。「信託の学校」の仲間たちと切磋琢磨しな
がら、楽しく、しっかりと学びましょう。

講師：池田弘子（いけだ ひろこ）
東京司法書士会会員

遠藤・池田司法書士事務所 代表司法書士
平成１５年司法書士試験合格。商事信託で培っ
た経験を活かして、⺠事信託支援業務に積極的
に取り組んできました。信託の学校では、主に
「登記手続」を担当させていただきます。信託
の学校は「学術と実務の架け橋」となります。
みっちり、しっかり、楽しく、信託の学校で⼀
緒に信託を勉強しましょう。


